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介護予防・日常生活支援総合事業 

第１号通所事業（通所型サービス）契約書別紙（兼重要事項説明書） 

【令和７年 ２月 １日 現在】 

   

第１号通所事業（通所型サービス）の提供開始にあたり、当事業所が利用者に契約書及び本

書面に基づいて説明する重要な事項は、次のとおりです。 

 

１．事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称 社会福祉法人 翠燿会 

主たる事務所の所在地 〒276-0022 八千代市上高野字相野２０５８番地５ 

代表者（職名・氏名） 理事長 津川 恵美子 

設 立 年 月 日 昭和５６年６月２５日 

電 話 番 号 ０４７－４８４－６１１１ 

 

２．ご利用事業所の概要 

ご利用事業所の名称 グリーンヒル指定通所介護 

サ ー ビ ス の 種 類 第１号通所事業（通所型サービス） 

事 業 所 の 所 在 地 〒276-0022 八千代市上高野２０５８－５ 

電 話 番 号 ０４７－４８４－６１１１ 

指定年月日・事業所番号 平成１２年 ４月 １日指定 千葉県第1272600121号 

実施単位・利用定員 １単位 定員３７人 

通常の事業の実施地域 八千代市 

 

３．事業の目的と運営の方針 

事業の目的 

要支援状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅におい

て自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図

るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、介護予防サービ

スを提供することを目的とします。 

運営の方針 

事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他

関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の

保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の要支援

状態の軽減や悪化の防止、もしくは要介護状態となることの予防のため、

適切なサービスの提供に努めます。 
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４．提供するサービスの内容 

第１号通所事業（通所型サービス）は、事業者が設置する事業所（デイサービスセンター）

に通い、入浴、排泄、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認やその他

利用者に必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持を

図るサービスです。 

 

５．営業日時 

営 業 日 
月曜日から土曜日まで（祝祭日営業） 

ただし、年末年始（12月31日から1月3日）を除きます。 

営業時間  午前８時３０分から午後５時３０分まで 

サービス 

提供時間 

 午前９時３０分から午後４時４０分まで 

 営業日、営業時間外でもサービスの提供を行う場合があります。 

 

６．事業所の職員体制 

従業者の職種 職務の内容 指定基準 配  置 

管理者（所長） 業務全般の管理 １人（兼務可） １名（兼務可） 

生活相談員 生活相談全般及び企画実施 １人以上 ２名 

 管理栄養士 栄養マネジメント  １名 

 機能訓練指導員 機能訓練全般 １人以上 １名 

 看護職員 通所者の健康管理  ２名 

介護職員 通所者の介護 １人以上 ６名以上 

 

７．サービス提供の担当者 

 サービス提供の担当職員（生活相談員）及びその管理責任者（管理者）は下記のとおりです。 

 サービス利用にあたって、ご不明な点やご要望などありましたら、何でもお申し出ください。 

担当職員の氏名 生活相談員 吉村 宣博 

管理責任者の氏名 管 理 者  恩房 憲克 

 

８．利用料 

 第１号通所事業（通所型サービス）サービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとお

りです。支払いいただく「利用者負担金」は、原則として負担割合証に記載のとおり基本利

用料の１割、２割、３割です。ただし、介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用する

場合、超えた額の全額をご負担いただきます。 

 

 ■１単位あたりの単価（千葉県八千代市：５級地） 

  １単位単価１０．４５円 

  基本料金、各種加算共に定められた基本単位数に１０．４５円の額で料金が算定されます。 
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（１）第 1号通所事業（通所型サービス）サービスの利用料 

【基本部分：介護予防通所介護相当】       

利用者の 

要介護度 
基本単位数 介護サービス費 自己負担額 

要支援１ １，７９８単位（１月につき） １８，７８９円 １，８７９円 

要支援２ ３，６２１単位（１月につき） ３７，８３９円 ３，７８４円 

（注１）上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場

合は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基

本利用料を書面でお知らせします。 

 

【加算：介護予防通所介護相当】 

 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 

加算の種類 加算の要件（概要） 
加算額 

基本単位数 介護サービス費 自己負担額 

栄養改善加算 

低栄養状態の改善等を目的として、

個別的に実施される栄養食事相談等

の栄養管理を行った場合 

２００単位/回 ２，０９０円 ２０９円 

口腔機能向上加算 

口腔機能の向上を目的として、個別

的に実施される口腔掃除の指導もし

くは実施又は摂食・嚥下機能に関す

る訓練の指導もしくは実施を行った

場合 

１５０単位 

（1月に2回まで） 
１，５６７円 １５７円 

サービス提供体制 

強化加算（Ⅰ） 

別に厚生労働大臣が定

める基準に適合してい

る場合 

要支援１ ８８単位/回 ９１９円 ９２円 

要支援2 １７６単位/回 １，８３９円 １８４円 

介護職員 

処遇改善加算Ⅰ 

介護職員の処遇改善に関して、 

一定の改善基準を超えた場合 
基本料金、各種該当加算減算を加えた総単位数の9.2% 

科学的介護 

推進体制加算 

利用者の心身の状況等に係る基本的

な情報を、厚生労働省に提出してい

ること 

４０単位/月 ４１８円 ４２円 

 

（２）その他の費用 

食 費 食事の提供を受けた場合、１回につき８２０円の食費をいただきます。 

日常生活品代・

教養娯楽費 
１回につき１５０円の実費をいただきます。 

そ の 他 

上記以外の日常生活において通常必要となる経費であって、利用者負担が適当と認
められるもの（利用者の希望によって提供する日常生活上必要な身の回り品など）
について、費用の実費をいただきます。 
利用者、家族の希望でサービス提供時間を超えてサービスを利用した場合、その料
金については、別途説明同意を得て料金をいただきます。 
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（３）キャンセル料 

 第１号通所事業（通所型サービス）は、利用料が月単位の定額のため、キャンセル料は不要

とします。 

 

（４）支払い方法 

 上記の利用料（利用者負担分の金額）は、毎月２０日までに前月分を請求いたしますので、

当月２５日までに、次のいずれかの方法によりお支払いください。 

 お支払いただきますと、領収証を発行いたします。 

お支払方法は、銀行振込、現金集金、口座引き落とし（手数料実費負担）の３通りの中か

らご契約の際に選べます。 

 

９．緊急時における対応方法 

サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やか

に下記の主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。 

利用者の主治医 

医療機関の名称 

 

氏名 

 

所在地 

 

電話番号 

 

緊急連絡先 

（家族等） 

氏名（利用者との続柄） 

 

電話番号 

 

 

１０．事故発生時の対応 

 サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の地域包括支

援センター（又は介護支援専門員）及び八千代市等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講

じます。 

 

 

 

１１．苦情相談窓口 

（１）サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。 

事業所相談窓口 

電話番号  ０４７－４８４－６１１１ 

面接場所 当事業所の相談室 

苦情相談受付時間 事業所の営業日及び営業時間に同じ 

 

（２）サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。 
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苦情受付機関 

八千代市長寿支援課 電話番号 ０４７－４８３－１１５１ 

千葉県国民健康保険団体連合会 電話番号 ０４３－２５４－７４２８ 

苦情解決第三者委員 

監事  高橋 秀行 
電話番号 ０８０－３３１５－０１３７ 

 

１２．サービスの利用にあたっての留意事項 

 サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。 

（１）送迎時間の連絡 ：サービス利用開始時にお知らせし、変更がある場合には事前に連絡

いたします。尚、道路事情により送迎時間が前後することがありま

すが、ご了承ください。 

（２）体調確認    ：当日体調不良の場合は、お申し出ください。 

（３）体調不良による ：当事業所到着後でも、体調不良等によりサービスを変更したり、中

変更・中止    止させていただく場合もあります。 

（４）時間変更    ：事前にご連絡ください。 

（５）設備、器具の利用：大勢の方がご使用になりますので、丁寧にご使用ください。 

 

１３．非常災害対策  

（１）災害時の対応  ：当事業所職員が誘導いたします。 

（２）防災設備    ：非常通報装置、スプリンクラー、防火扉、非常用滑り台等を完備。 

（３）防災訓練    ：年１回実施しています。 

「非常災害に関する具体的計画」 

同条第２項、前項に規定する非難、救出その他の訓練の実施にあたって、できるだけ地域

住民の参加が得られるよう努め、日頃から地域住民との密接な関係体制を確保するなど、

訓練の実施に協力を得られる体制づくりに努める。訓練の実施に当たっては、消防関係者

の参加を促し、具体的な指示を仰ぐなど、より実効性のあるものとする。 

 

１４ その他 

１）個人情報の保護・秘密保持 

  事業所は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び

 厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガ

 イドラインを遵守し適切な取扱いに努めるものとします。 

 

２）利用者の記録や情報の管理・開示  

  関係法令に基づいて、利用者の記録や情報を適切に管理し、利用者の求めに応じてその内

容を開示します。又、利用者及びご家族の情報の使用に関しては予め別紙の同意書に同意

の上、使用させていただきます。 

 

３）身体拘束等の原則禁止 

  事業所は、サービス提供に当たっては、利用者または他の利用者等の生命又は身体を保護

するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は

行いません。ただし、緊急やむを得ず、身体的拘束等を行う場合には、次の手続きにより
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行います。 

（１） 事業所は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じます。 

① 身体的拘束等適正化のための対策を検討する委員会を設置する。なお、身体拘束委

員会は、関係する職種、取扱う事項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体

を設置している場合、、これと一体的に設置・運営することができる。（テレビ電

話装置等を活用して行うことができるものとする）を三月に一回以上開催するとと

もに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る。 

② 身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。 

③ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実

施する。 

④ 利用者又はその家族に説明し、その他方法がなかったか改善方法を検討する。 

 

４）虐待防止に関する事項   

  事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講じるものとする。 

 （１）虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果 

について、巡業者に周知徹底を図る。 

 （２）虐待の防止のための指針を整備する。 

 （３）巡業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 

 （４）前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 

  ２ 事業所は、サービス提供中に、当該事業所職員又は養護者（利用者の家族等高齢者を

現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、こ

れを市町村に通報するものとする。  

 

５）損害等賠償 

事業所は、サービスの提供にあたり、事業所の責に帰すべき事由によりご利用者に生じた

損害について賠償する責任を負います。ただし、その損害がご利用者の故意又は過失にお

いて起因した場合は、損害賠償責任を負いません。 

 

６）介護保険等関連情報の活用と PDCA サイクルの推進 

  介護保険等関連情報を活用し、PDCA サイクルを構築・推進することにより、提供するサー

ビスの質の向上に努める。 

 

７）勤務体制の確保等 

１ 職場におけるセクシャルハラスメントやパワーハラスメント（以下「職場におけるハラス

メント」という。）の防止のための雇用管理上の措置を講じる。 

 

（１） 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発職場におけるハラスメントの内容及び職

場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓

発する。 

相談（苦情を含む。以下同じ）に応じ、適切に対応するために、必要な体制の整備  

  相談に対応する担当者を定める。 

パワーハラスメントの指針において、顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハ ラ

スメント）の防止のために、雇用管理上の配慮として取り組む。 
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（２） 相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備を行う。 

（３） 被害者への配慮の取り組み。メンタヘルス不調への相談対応、行為者に対して１人

で対応させない等）。 

（４） 被害防止のためとして取り組む。マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態当の

状況に応じた取り組みを行う。 

 

２ 介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介

護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じる。 

 

（１）医療・福祉関係資格を有さない全ての従業者に対し認知症介護基礎研修を受講さ せ

るための必要な措置を講じる。 

（２）新卒採用、中途採用を問わず、施設が新たに採用した従業者（医療・福祉関係資 格

を有さない者に限る。）に対する認知症介護基礎研修は」採用後１年を経過するまでに

受講させることとする。 

 

８）業務継続計画の策定等 

  事業者は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して介護サービスの提

供を受けられるよう、継続的に実施するために、非常時の体制で早期に業務再開を図るた

めの計画（以下業務継続計画という。）を策定するとともに、当該業務継続計画に従い、

従業者等が連携し取り組めるように、必要な研修及び訓練（シュミレーション）を実施す

る。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することもできるものとする。 

 

イ 感染症に係る業務継続計画 

a 平時から備え（体制構築・整備、感染症予防に向けた取り組みの実施、備蓄品の確保等） 

b 初動対応 

c 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有

等） 

 

ロ 災害に係る業務継続計画 

a 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対

策、必要品の備蓄等） 

b 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

c 他施設及び地域との連携 

２ 研修の内容は、職員間に共有するとともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応かかる

理解の励行を行うものとする。定期的（年１回以上）教育を開催・記録するとともに、新規

採用時には別に研修を実施・記録する。 

 

３ 訓練（シュミレーション）においては、発生した場合において迅速に行動できるよう、業務

継続計画に基づき、業務内容の役割分担の確認、実施するケアの講習等を定期的（年１回以

上）に実施する。 

 

９） 感染症の予防及びまん延防止 

事業所は、感染症が発生し又はまん延しないように、感染症の予防及びまん延防止のため次
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の各号に掲げる措置を講じるものとする。 

 

（１） 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を、利用者の状況など

事業所の状況に応じ、おおむね６月に１回以上、定期的に開催するとともに、感染症

が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する。 

（２） 感染症の予防及びまん延の防止のための指針（平常時及び発生時の対応）を整備する。 

 

２ 事業者は平常時の対応として、事業所内の衛生管理（環境の整備等）、ケアに係る感染対策

（手洗い、標準的な予防策）等・発生時の対応として、発生状況の把握、感染拡大の防止、

医療機関や保健所、市町村の関連機関との連携、行政等への報告等を行う。また、発生時に

おける事業所内の連絡体制や上記の関連機関への連絡体制を整備し、明輝する。 

研修内容は感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該事業所お

ける指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行う。 

定期的な教育（年１回以上）を開催するとともに、新規採用時には感染対策研修を実施・記

録する。また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、

訓練（シュミレーション）を定期的に（年１回以上）に行う。訓練においては、感染症発生

時    において迅速に行動できるよう、事業所内の役割分担の確認や、感染対策をした上で

のケアの講習などを実施する。 

 

１０) 掲示 

 事業所は、見やすい場所に、運営規定の概要、従業者の勤務の体制、協力病院、事故発生時

の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施し

た直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況）等の利用申込者のサービ

スの選択の資すると認められる重要事項を事業所の見やすい場所に掲示する。 

 

２ 重要事項を記載したファイル等を介護サービスの利用申込者、利用者又はその家族等が自由

に閲覧可能な形で当該事業所内に備え付けることで１の掲示に代えることができる。 

留意する点 

イ 事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき介護サービスの利用申込者、利用者又

はその家族に対して見やすい場所の事である。 

ロ 勤務の体制について、職種ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を掲示する趣旨で、職員等の

氏名まで掲示することを求めるものではない。 

３ 事業所は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載します。 

 

１１) 記録の整備 

 事業所は、従業者、設備備品及び会計に関する諸記録を整備します。 

事業所は、利用者に対するサービスの提供に係る次の各号に掲げる記録を整備し、その完結

の日から５年間保存するものとする。なお、「その完結の日」とは、個々の利用者につき、

契約終了（契約の解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立）により

一連のサービス提供が終了した日を指すもとする。 

① 提供した具体的なサービス内容等の記録 

② 身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない場

合の理由 
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③ 市町村への通知に関わる記録 

④ 苦情の内容等の記録 

⑤ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

 

１２）地域との連携 

 事業所の運営に当たっては、地域住民又は住民の活動との連携や協力を行うなど、地域との

交流に努める。 

 

１３）雑則 

  事業所は、書面（被保険者証に関するものを除く。）の作成、保持等を電磁的記録により行

う事ができる。 

  1 電磁的作成・保存について 

（１） 作成は、事業所等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は

電磁ディスク等をもって調整する方法。 

（２） 保存は以下のいずれかの方法による。 

  ⓵ 事業者等の使用に係る電子計算機備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調整

するファイルにより保存する。 

  ⓶ 書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を事業所等

の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調整するフ

ァイルにより保存する。 

  ③ その他、電磁的記録により行う事ができるとされているものは、（１）及び（２）に準

じた方法による。 

  ④ 電磁的記録により行う場合は、「医療・介護関係事業所における個人情報の適切な取扱

いのためのガイダンス」及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等

を遵守する。 

   

 ２ 電磁的方法について 

（１） 事業所等は、書面で行う又は想定される交付等（交付、説明、同意、承諾、締結、

その他これに類するものをいう。）について、事前に利用者等の承諾を得た上で、

次に掲げる電磁的方法によることができる。 

（２） 電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約関係を明確にする観点か

ら、書面における署名又は記名・押印に代えて、電子署名を活用する。 

（３） 電磁的方法による場合は、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱

いのガイダンス」及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵

守する。 
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令和    年    月    日 

 
事業所は、介護予防・日常生活支援総合事業第１号通所事業（通所型サービス）のサービス

提供開始にあたり、上記のとおり重要事項を説明しました。 

 

事 業 所  所在地     八千代市上高野２０５８－５ 

事業所名    グリーンヒル指定通所介護 

代表者職・氏名 所 長  恩 房 憲 克  印 

説明者職・氏名 生活相談員 

                      印 

 

 

私は、事業所より上記の重要事項について説明を受け、同意しました。 

また、この文書が契約書の別紙（一部）となることについても同意します。 

 

契約締結日  令和   年   月   日 

 

        利 用 者  住 所 

氏 名                   印 
 

署名代行者（又は法定代理人） 

住 所 

本人との続柄 

氏 名                 印 
 

        立 会 人  住 所 

氏 名                   印 


